
徳
島
県
告
示
第
九
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式
会
社
に
委
託
し
た
次
の
事
務
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
十
二
月
三
十

一
日
そ
の
委
託
を
終
了
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
に
お
け
る
徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
県
税
等
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務


